
■
平
成
30
年
7
月
に
、
相
続
に
関
す
る
法
律
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
成
立
し
た

新
し
い
ル
ー
ル
は
本
年
1
月
か
ら
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
中
か

ら
、
令
和
元
年
7
月
1
日
付
け
で
施
行
さ
れ
る
新
た
な
ル
ー
ル
で
あ
る
「
特
別
の
寄

与
の
制
度
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
た
と
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
方
（
被
相
続
人
）
の
長
男
の
妻
が
、
被
相
続
人
の
生
前
に
被

相
続
人
の
介
護
を
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
相
続
法
に
よ
る
と
、

長
男
の
妻
に
は
相
続
権
が
な
い
た
め
に
、
被
相
続
人
の
相
続
財
産
の
分
配
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
今
回
の
法
改
正
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
公
平
を
解
消
す
る
た
め
に
、
無
償
で
被
相
続

人
の
介
護
や
看
病
に
貢
献
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
親
族
に
つ
い
て
は
、
相
続
の
開

始
後
、
相
続
人
に
対
し
て
特
別
寄
与
料
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
す
る
新
た
な
ル
ー
ル

が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
特
別
の
寄
与
の
制
度
」で
す
。

■
こ
の
新
制
度
以
外
に
も
、
今
回
の
改
正
で
は
、
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
改
正
や
、
遺

産
分
割
の
対
象
と
な
る
預
貯
金
の
払
い
戻
し
に
関
す
る
新
し
い
ル
ー
ル
の
創
設
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
相
続
法
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
法
律

か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
一
度
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

■
さ
て
、
当
事
務
所
で
は
、
今
回
紹
介
し
た
相
続
に
関
す
る
ご
相
談
を
は
じ
め
、
各
種

法
律
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
つ
い
て
は
、
3
回

ま
で
の
無
料
法
律
相
談
や
、
ご
自
宅
等
へ
の
出
張
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、

少
し
で
も
気
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ぜ
ひ
「
法
テ
ラ
ス
八
雲

法
律
事
務
所
（
☎
0
5
0
―
3
3
8
3
―
8
3
6
6
）
」
ま
で
相
談
予
約
の
お
電
話
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、「
法
テ
ラ
ス
江
差
法
律
事
務
所（
☎
0
5
0
―
3
3
8
3
―

　

5
5
6
3
）
」
で
も
、
ご
相
談
を
承
っ
て
い
ま
す
の
で
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

法
テ
ラ
ス
八
雲
通
信
vol.
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八雲警察署からお知らせ

【問い合わせ先】函館方面八雲警察署　 10137－64－2110

【運動期間】7月11日（木）～20日（土）の10日間（7月13日（土）は飲酒運転根絶の日）

【重点運動】・飲酒運転の根絶

　　　　　　・子どもと高齢者の交通事故防止

　　　　　　・スピードダウンと居眠り運転の防止

【夏季の交通事故防止のポイント】

　7月は、観光やレジャーが最盛期を迎え、活動範囲が広くなることから、暑さや長距離運転による疲

労等が重なって注意力が散漫となり、居眠り運転による正面衝突事故や車両単独事故が増加する傾向

にあります。

・暑さや疲れによる集中力の低下に十分注意し、眠気を感じたら直ちに休憩を取りましょう。

　また、長時間運転をする際は、２時間おきに休憩しリフレッシュしましょう。

・スピードの出し過ぎ、無理な追い越しは絶対にやめましょう。

・車に乗ったら、全ての座席でシートベルトを締めましょう。

【知っていますか？北海道自転車条例！】

　自転車に乗るときは、子どもはもちろん大人も乗車用ヘル

メットをかぶり、夜間は自転車の側面に反射器材をつけるよ

うにしましょう。

　万が一に備えて、自転車損害賠償保険等に加入するように

しましょう。

7月11日（木）～20日（土）夏の交通安全運動の実施

～「ム」チャするな「ジ」カンにゆとり「コ」コロのよゆう～
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